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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波プローブと、
　被検体側に設置され、所定のパターンが形成された音響カプラと、
　前記超音波プローブに設置され、前記超音波プローブが前記音響カプラ上に配置された
とき、前記音響カプラに形成されている所定のパターンの一部を検出する検出手段と、
　前記検出手段の検出結果に基づいて、前記音響カプラ上における前記超音波プローブの
位置を特定する位置解析手段と、
　前記超音波プローブと前記被検体との位置関係を表示手段に表示させる表示制御手段と
、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記音響カプラに形成された所定のパターンを予め記憶した記憶手段を更に有し、
　前記位置解析手段は、前記検出手段から検出結果を受けると、前記記憶手段に予め記憶
されている所定のパターンを参照することで、前記所定のパターン上における前記検出し
た所定のパターンの一部の位置を特定し、
　前記表示制御手段は、前記検出した所定のパターンの一部の位置を前記超音波プローブ
の位置として、前記超音波プローブと前記被検体との位置関係を前記表示手段に表示させ
ることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】



(2) JP 4772540 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

　前記所定のパターンは複数の領域で構成され、個々の領域にはそれぞれ異なる色が着色
されていることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記所定のパターンは、部分的に太さと形状が異なる線で構成されていることを特徴と
する請求項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記所定のパターンは、複数の領域に区分された２次元コードで構成されていることを
特徴とする請求項１又は請求項２のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記音響カプラは前記被検体の乳房の上に設置され、前記乳房の左用と右用とで、異な
るパターンが形成されていることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の
超音波診断装置。
【請求項７】
　超音波プローブと、
　被検体側に設置された音響カプラと、
　前記音響カプラに設置され、各々固有の識別情報を発信する複数の発信手段と、
　前記超音波プローブに設置され、前記超音波プローブが前記音響カプラ上に配置された
とき、対向する位置にある発信手段が発信する固有の識別情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した固有の識別情報に基づいて、前記音響カプラ上における前記超
音波プローブの位置を特定する位置解析手段と、
　前記超音波プローブと前記被検体との位置関係を表示手段に表示させる表示制御手段と
、
　を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　前記音響カプラ上における個々の発信手段の位置を示す情報を、前記固有の識別情報に
対応付けて予め記憶した記憶手段を更に有し、
　前記位置解析手段は、前記受信手段から固有の識別情報を受けると、前記記憶手段を参
照することで前記音響カプラ上における前記超音波プローブの位置を特定することを特徴
とする請求項７に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記超音波プローブによって取得された前記被検体の画像ととも
に、前記超音波プローブと前記被検体との位置関係を前記表示手段に表示させることを特
徴とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記超音波プローブと前記被検体との位置関係を、前記超音波プローブによって取得さ
れた前記被検体の画像に対応付けて記憶する記憶手段を更に有することを特徴とする請求
項１から請求項９のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、診断部位を表す模式的な図形を前記表示手段に表示させるととも
に、前記診断部位を表す模式的な図形中であって、前記超音波プローブの位置に対応する
位置に前記超音波プローブを表す模式的な図形を表示させることを特徴とする請求項１か
ら請求項１０のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記表示制御手段は、前記位置解析手段によって特定された前記超音波プローブの位置
に基づいて、前記超音波プローブの移動に伴う軌跡を前記表示手段に表示させることを特
徴とする請求項１から請求項１１のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記表示制御手段は、前記診断部位を表す模式的な図形中であって、前記超音波プロー
ブを表す模式的な図形が表示された部分と、他の部分とを区分けして前記表示手段に表示
させることを特徴とする請求項１１に記載の超音波診断装置。
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【請求項１４】
　前記表示制御手段は、前記診断部位を表す模式的な図形中であって、前記超音波プロー
ブを表す模式的な図形が表示された部分を、他の部分と異なる色に着色することを特徴と
する請求項１１に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記音響カプラは前記被検体に接して設置され、前記被検体に接触する面の反対側の面
が平坦であり、前記平坦な面に前記超音波プローブが設置されることを特徴とする請求項
１から請求項１４のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記音響カプラは、前記被検体の乳房を覆う形状を有していることを特徴とする請求項
１から請求項１５のいずれかに記載の超音波診断装置。
【請求項１７】
　前記音響カプラは肩ひもを備えていることを特徴とする請求項１６に記載の超音波診断
装置。
【請求項１８】
　前記超音波プローブを前記音響カプラ上で摺動させる摺動手段を更に有することを特徴
とする請求項１から請求項１７のいずれかに記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は超音波診断装置に関し、特に、超音波の走査によって取得した画像の位置を
求める技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体の体表に超音波プローブを当てるだけの簡単な操作で、心臓
の拍動や胎児の動きを表す画像をリアルタイムで得ることができる。また、安全性が高い
ため、繰り返して検査を行うことができ、さらに、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、又はＭ
ＲＩ装置などの他の診断装置に比べてシステムの規模が小さいため、ベッドサイドへ移動
していっての検査も容易に行えるなどの簡便さがある。さらに、超音波診断はＸ線などの
ように被曝の影響がなく、産科や在宅医療などにおいても使用することができる。
【０００３】
　ところで、超音波診断装置はＸ線マンモグラフィと同様に、乳癌の検診にも多く使用さ
れている。Ｘ線マンモグラフィは微小石灰化の検出能力に優れているが、生体の軟組織の
描写には超音波の方が優れているといわれている。また、Ｘ線マンモグラフィでは乳房を
圧迫板で挟んで撮影するため、被検者によっては痛みを伴うが、超音波診断では痛みを伴
わないため、その点においてもＸ線マンモグラフィよりも優れているといわれている。
【０００４】
　ここで、超音波診断装置の構成について図１２を参照して説明する。図１２は、超音波
診断装置の構成を示すブロック図である。
【０００５】
　超音波プローブ２には、複数の超音波振動子が所定方向（走査方向）に１例に配列され
た１次元超音波プローブや、超音波振動子がマトリックス（格子）状に配置された２次元
超音波プローブが用いられる。
【０００６】
　送信部３は、超音波プローブ２に電気信号を供給して超音波を発生させる。送信部３は
、図示しないクロック発生回路、送信遅延回路、及びパルサ回路を備えている。クロック
発生回路は、超音波信号の送信タイミングや送信周波数を決めるクロック信号を発生する
回路である。送信遅延回路は、超音波の送信時に遅延を掛けて送信フォーカスを実施する
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回路である。パルサ回路は、各超音波振動子に対応した個別経路（チャンネル）の数分の
パルサを内蔵し、遅延が掛けられた送信タイミングで駆動パルスを発生し、超音波プロー
ブ２の各超音波振動子に供給するようになっている。
【０００７】
　受信部４は、超音波プローブ２からの信号を受信する。受信部４は、図示しないプリア
ンプ回路、Ａ／Ｄ変換回路、及び受信遅延・加算回路を備えている。プリアンプ回路は、
超音波プローブ２の各超音波振動子から出力されるエコー信号を受信チャンネルごとに増
幅する。Ａ／Ｄ変換回路は、増幅されたエコー信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延・加算回
路は、Ａ／Ｄ変換後のエコー信号に対して受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与
え、加算する。その加算により、受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。
【０００８】
　Ｂモード処理部５は、受信部４から送られる信号に対してバンドパスフィルタ処理を行
い、その後、出力信号の包絡線を検波し、検波されたデータに対して対数変換による圧縮
処理を施すことで、信号強度が輝度の明るさで表されるデータを生成する。画像生成部８
は、Ｂモード処理部５によって生成されたデータに基づいて、反射波の強度を輝度にて表
したＢモード断層像データを生成する。このＢモード断層像データに基づく断層像が表示
部１０に表示される。
【０００９】
　ドプラ処理部６は、受信部４から送られる信号に基づいて、平均速度、分散、パワーな
どの血流情報を多点について求める。得られた血流情報は画像生成部８に送られ、平均速
度画像、分散画像、パワー画像、又はこれらの組み合わせの画像として表示部１０に表示
される。
【００１０】
　画像生成部８は、Ｂモード処理部５又はドプラ処理部６から出力された走査線信号列で
表される信号処理後のデータを読み込んで、空間情報に基づいた座標系のデータに変換す
る（スキャンコンバージョン処理）。つまり、超音波走査に同期した信号列をテレビ走査
方式の表示部１０で表示できるようにするために、標準のテレビ走査に同期して読み出す
ことにより走査方式を変換している。画像生成部８は、画像データを格納する記憶メモリ
を搭載しており、例えば診断の後になって、検査中に記録した画像を呼び出すことが可能
となっている。
【００１１】
　画像メモリ７は、例えばフリーズする直前の複数フレームに対応する超音波画像データ
を保存するメモリである。この画像メモリ７に記憶されている画像を連続表示（シネ表示
）することで、断層像などの超音波動画像を表示することも可能である。
【００１２】
　制御部１３は超音波診断装置の全体の動作を制御する。制御部１３は、図示しない記憶
部に記憶されている画像の生成や表示などの処理を実行するための制御プログラムを読み
込み、自身が有するメモリ上に展開し、各種処理に関する演算や制御などの処理を実行す
る。
【００１３】
　インターフェース部１４は、入力部１５、ネットワークＮ、又は新たな外部記憶装置（
図示しない）を接続するためのインターフェースである。超音波画像データや解析結果な
どは、インターフェース１４によって、ネットワークＮを介して他の装置に転送すること
ができる。
【００１４】
　入力部１５は、ジョイスティックやトラックボールなどのポインティングデバイス、ス
イッチ、各種ボタン、マウス、キーボード又はＴＣＳ（Ｔｏｕｃｈ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓ
ｃｒｅｅｎ）などで構成されている。操作者は、入力部１５を用いて、各種指示、超音波
の送受信条件、関心領域（ＲＯＩ）の設定指示、又は画質条件の設定指示など装置に与え
ることができる。
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【００１５】
　また、超音波診断装置を用いた診断では、超音波プローブと被検体の体表面との間に設
置する音響カプラが用いられる場合がある。
【００１６】
　音響カプラを用いる主な理由として、以下の点が挙げられる。例えば、甲状腺や頚動脈
などの部位を診断する場合において、体表面に存在する診断部位と超音波プローブの表面
との距離を離すために音響カプラが用いられる。超音波プローブの直下においては、超音
波ビームを収束させることが困難であり、超音波プローブの直下の領域では分解能が低下
してしまう問題がある。そこで、超音波プローブと被検体の体表面との間に音響カプラを
配置することで、体表面と超音波プローブの表面とを離し、体表面において超音波ビーム
を収束させることができるようになる。
【００１７】
　また、自動診断システムにおいても音響カプラが用いられる場合がある（例えば特許文
献１又は特許文献２）。例えば、乳房のように曲面を持った診断部位に超音波プローブを
当てて自動走査する場合、その診断部位に超音波プローブを直接当てて曲面に沿って走査
するよりも、音響カプラを介して直線的に走査した方が、自動制御や駆動機構が簡便にな
るからである。
【００１８】
　ここで、超音波プローブの自動走査について図１３を参照して説明する。図１３は、超
音波プローブの自動走査を説明するための側面図である。例えば、音響カプラとして水を
利用する場合、水を溜めた水槽１０３に乳房Ｐを沈め、その音響カプラ（水）を介して超
音波を送受信する。この場合、超音波プローブ１００に可動ステージ１０２を接続し、モ
ータ１０１によって可動ステージ１０２を移動させることで、超音波プローブ１００を直
線的に移動させる。このように、水（音響カプラ）を溜めた水槽１０３を介して超音波プ
ローブ１００を直線的に移動させることにより、簡便に自動走査することが可能となる。
【００１９】
　また、音響カプラによる超音波の過度の減衰や多重反射に起因する画質の低下を防止す
るため、音響カプラの材料や製造方法について様々な工夫がなされている（例えば特許文
献３～５）。
【００２０】
　また、超音波診断装置にはボディマーク機能が具備されている。ボディマークは、診断
部位と超音波プローブの簡易図形で構成されている。断層像を取得した位置をボディマー
ク上に記して断層像と共に記録することで、読影時における診断部位の把握が容易になる
。
【００２１】
　図１４にボディマークの１例を示す。図１４（ａ）に主に肝臓用のボディマークを示し
、図１４（ｂ）に乳房用のボディマークを示す。操作者は、超音波プローブの位置と向き
を表すプローブマークＰｒを手動で任意の位置に動かすことができ、超音波画像を取得し
た位置にプローブマークＰｒを付して記録することができる。
【００２２】
　ところで、肝臓や心臓を撮影する場合、ボディマークを使用しない場合もある。肝臓な
どの臓器を撮影した場合、門脈や胆嚢といった特徴的な構造が断層像に描出されるため、
ボディマークを用いなくても、その断層像を取得した位置（走査を行った位置）が把握で
きる場合が多いからである。これに対して、乳房を撮影する場合は、ボディマークが用い
られる。乳房は乳頭を中心とした対称形となっているため、断層像を見ただけでは、その
断層像を取得した位置（走査を行った位置）の把握が困難だからである。なお、欧米では
、学会などでボディマークの標準規定なども提唱されている。
【特許文献１】特表２００２－５１２８３５号
【特許文献２】特公平４－４８９６号
【特許文献３】特許第３２８８１３８号
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【特許文献４】特許第３２７２７９２号
【特許文献５】特開平３－３２６５２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　しかしながら、超音波診断装置は乳癌の検診用の診断装置として広く普及しているわけ
ではない。その理由は、超音波による検査が検査技師の技量や経験に大きく依存するから
である。一般的な超音波診断では、操作者（検査技師）が超音波プローブによって診断部
位の断層像を取得し、医師が事後にその断層像を読影する。このとき、断層像は医師の読
影に耐えられる正確さを持って取得される必要があるが、超音波によって取得される断層
像は、超音波プローブの当て方や装置のゲインなどの設定によって画質が変わってしまう
ため、読影する医師が満足する画質が得られるまでの走査技術の習得が必要となる。
【００２４】
　また、画質が良くても、断層像を読影するだけでは、乳房のどの領域を走査して得られ
た画像なのか分かり難く、また、全ての領域を走査したか否かの判断も困難である。ボデ
ィマークを断層像に付記して記録すれば良いが、従来においては、操作者（検査技師）が
断層像を取得した位置（走査を行った位置）を特定し、ボディマーク上にその位置を手動
で入力していたため、検査時間の増大や入力ミスなどが発生するおそれがある。実際の検
査では短時間で多くの患者を撮影する必要があるため、断層像を取得した位置を入力する
作業を省いたり、間違った位置を入力したりする場合がある。このように入力を省いたり
、入力する位置を誤ったりすると、どの領域を走査して得られた断層像なのか分かり難い
問題がある。
【００２５】
　この発明は上記の問題を解決するものであり、画像を取得した位置を容易に把握するこ
とが可能な超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　請求項１に記載の発明は、超音波プローブと、被検体側に設置され、所定のパターンが
形成された音響カプラと、前記超音波プローブに設置され、前記超音波プローブが前記音
響カプラ上に配置されたとき、前記音響カプラに形成されている所定のパターンの一部を
検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に基づいて、前記音響カプラ上における前
記超音波プローブの位置を特定する位置解析手段と、前記超音波プローブと前記被検体と
の位置関係を表示手段に表示させる表示制御手段と、を有することを特徴とする超音波診
断装置である。
【００２７】
　請求項７に記載の発明は、超音波プローブと、被検体側に設置された音響カプラと、前
記音響カプラに設置され、各々固有の識別情報を発信する複数の発信手段と、前記超音波
プローブに設置され、前記超音波プローブが前記音響カプラ上に配置されたとき、対向す
る位置にある発信手段が発信する固有の識別情報を受信する受信手段と、前記受信手段が
受信した固有の識別情報に基づいて、前記音響カプラ上における前記超音波プローブの位
置を特定する位置解析手段と、前記超音波プローブと前記被検体との位置関係を表示手段
に表示させる表示制御手段と、を有することを特徴とする超音波診断装置である。
【発明の効果】
【００２８】
　この発明によると、所定のパターンが形成された音響カプラを用い、超音波プローブに
設置された検出手段によってパターンの一部を検出して、音響カプラ上の超音波プローブ
の位置を特定することにより、超音波プローブの位置を自動的に特定することが可能とな
る。これにより、超音波プローブの位置を容易に把握することができ、その結果、超音波
画像を取得した位置（超音波プローブによって走査した位置）を容易に把握することが可
能となる。
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【００２９】
　また、この発明によると、固有の識別情報を発信する発信手段を備えた音響カプラを用
い、超音波プローブに設置された受信手段によってその固有の識別情報を受信して、音響
カプラ上の超音波プローブの位置を特定することにより、超音波プローブの位置を自動的
に特定することが可能となる。これにより、超音波プローブの位置を容易に把握すること
ができ、その結果、超音波画像を取得した位置（超音波プローブによって走査した位置）
を容易に把握することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
［第１の実施の形態］
（構成）
　この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成について図１を参照しつつ説明
する。図１は、この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の概略構成を示すブロッ
ク図である。
【００３１】
　この実施形態に係る超音波診断装置１は、被検体Ｐの体表面上に音響カプラ３０Ａを配
置し、その音響カプラ３０Ａ上に超音波プローブ２を配置し、音響カプラ３０Ａを介して
超音波の送受信を行う。超音波プローブ２には光学センサー２３が設置され、音響カプラ
３０Ａにはその光学センサー２３によって読み取ることが可能なパターン（模様）が形成
されている。そして、光学センサー２３によって音響カプラ３０Ａに形成されたパターン
の一部を読み取ることで、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置を求め、
被検体Ｐと超音波プローブ２の位置関係を表示部１０に表示する。これにより、操作者は
、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置、つまり、超音波画像を取得した
位置を容易に把握することが可能となる。また、被検体Ｐと超音波プローブ２との位置関
係を示す情報を記憶部１１に記憶しておくことにより、読影時に超音波画像と位置を示す
情報を表示部１０に表示することで、超音波画像が取得された領域を容易に把握すること
ができ、どの領域を走査して得られた超音波画像なのか判断しやすくなる。
【００３２】
　なお、この実施形態に係る超音波診断装置は、図１２に示す超音波診断装置と同様に、
超音波プローブ２、送信部３、受信部４、Ｂモード処理部５、ドプラ処理部６、画像メモ
リ７、制御部１３、インターフェース部１４及び入力部１５を備えて構成されている。こ
れらは、図１２に示す超音波診断装置と同じ機能を有するため、説明を省略する。
【００３３】
　以下、音響カプラ、光学センサー２３、位置解析部１２、及び表示制御部９の構成及び
機能について説明する。
【００３４】
［音響カプラ］
　まず、音響カプラの形状について図２を参照して説明する。図２は、音響カプラを示す
図であり、図２（ａ）及び（ｂ）が音響カプラの断面図であり、図２（ｃ）が音響カプラ
の斜視図である。この実施形態では、３種類の音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ及び３０Ｃにつ
いて説明するが、この発明に係る音響カプラはこれらの例に限定されるものではない。ま
た、この実施形態では、乳房を診断する際に用いられる音響カプラについて説明する。
【００３５】
　音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ、及び３０Ｃは、生体との適合性と超音波の透過性が良い材
質で構成されている。音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ及び３０Ｃは、柔軟で物理的強度を有し
、超音波の透過性が良く、かつ、滅菌処理に耐えられる材料で生成されていることが望ま
しい。音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ及び３０Ｃの材料としては、ウレタンゴムやシリコーン
ゴムなどの非含水ゲル物資、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）やポリエチレンオキサイド
（ＰＥＯ）などの高分子含水ゲルなどが用いられている。なお、柔軟で形状の保持が難し
い材質の場合は、音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ及び３０Ｃの表面をシリコーンゴムなどで覆
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うことで、形状を保持することができる。
【００３６】
　音響カプラ３０Ａは、図２（ａ）の断面図に示すように、被検体（乳房）Ｐに密着させ
て用いられる。音響カプラ３０Ａは、被検体（乳房）Ｐと接する面が、乳房の形状と合致
するように凹面状に形成され、被検体Ｐ（乳房）と密着するようになっている。この音響
カプラ３０Ａは比較的薄型であり、例えば、シリコーン製ブラジャーのように、内側に粘
着素材を用いることにより、音響カプラ３０Ａを被検体（乳房）Ｐに密着させることが可
能となる。また、超音波診断において通常用いられているゲルを乳房と音響カプラ３０Ａ
との間に塗布しても良い。この音響カプラ３０Ａ上に超音波プローブ２を配置することで
、音響カプラ３０Ａを介して超音波の送受信を行う。
【００３７】
　音響カプラの他の形態を図２（ｂ）に示す。図２（ｂ）に示す音響カプラ３０Ｂは、比
較的厚型であり、被検体（乳房）Ｐに接する面が、乳房の形状と合致するように凹面状に
形成され、被検体（乳房）Ｐと密着するようになっており、さらに、被検体（乳房）Ｐに
接する面の反対側の面（表面）が平坦な形状となっている。表面を平坦にすることにより
、超音波プローブ２を音響カプラ３０Ｂに垂直に当てることができるため、超音波プロー
ブ２を走査しやすくなる。また、後述するパターンの印刷が比較的容易になるといった利
点がある。
【００３８】
　音響カプラの他の形態を図２（ｃ）に示す。図２（ｃ）に示す音響カプラ３０Ｃには、
肩ひも３１が設けられており、患者はその肩ひも３１に腕を通すことにより音響カプラ３
０Ｃを装着することができ、音響カプラ３０Ｃによって両乳房を覆うことが可能となって
いる。このように音響カプラ３０Ｃに肩ひも３１を設けることで、音響カプラ３０Ｃを肩
掛けとして用いることができ、患者は座位で検査を受けることができる。また、更衣室な
どで音響カプラ３０Ｃを着用すれば、乳房を露出しなくても検査を受けることが可能とな
るため、患者の負担を軽減することが可能となる。なお、この音響カプラ３０Ｃは、両乳
房を覆っているが、片方だけ肩掛けとしても良い。
【００３９】
　なお、この実施形態では、乳房を診断する際に用いられる音響カプラについて説明した
が、乳房以外の部位を診断する場合は、音響カプラの形状を、その音響カプラを密着させ
る体表面の形状に合わせれば良い。
【００４０】
［パターン］
　音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ、及び３０Ｃには、超音波プローブ２に設置されている光学
センサー２３によって読み取り可能なパターン（模様）が形成されている。このパターン
について、図３を参照して説明する。図３は、音響カプラに形成されたパターンを示す図
である。この実施形態では、４種類のパターンについて説明するが、この発明はこれらの
例に限定されるものではない。光学センサー２３によって読み取り可能なパターン（模様
）であって、位置の特定が可能なパターンであれば、この発明のパターンに含まれること
になる。
【００４１】
　音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ、及び３０Ｃに形成されているパターン（模様）は、光学セ
ンサー２３によって読み取り可能な形状、文字、又は色などを有している。超音波プロー
ブ２が音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ、又は３０Ｃを介して被検体（乳房）Ｐを走査する際、
超音波プローブ２が配置されている箇所のパターンが光学センサー２３によって読み取ら
れ、後述する位置解析部１２に出力され、位置解析部１２によって超音波プローブ２の位
置が特定される。
【００４２】
　図３（ａ）に示すパターン３２Ａは、複数の領域に区分された２次元コードで構成され
ている。詳しく説明すると、パターン３２Ａは、白と黒の四角形からなるブロック状のコ



(9) JP 4772540 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

ードパターンであり、白と黒の配列が位置（座標）によって異なっている。このように、
位置（座標）によって白と黒の配列が異なるため、光学センサー２３が読み取った局所的
なパターンを、予め記憶部１１に記憶しているパターン３２Ａとマッチングさせることで
、パターン３２Ａ上における局所的なパターンの位置を一意的に特定することが可能とな
る。これにより、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置を一意的に特定す
ることが可能となる。なお、パターン３２Ａとして、商品ラベルなどに用いられているＱ
Ｒコード（２次元バーコード）などのパターンを用いても、読み取った局所的なパターン
の位置を特定することができる。
【００４３】
　図３（ｂ）に示すパターン３２Ｂは、複数の同心円と、その同心円の中心から径方向に
放射状に伸びる複数の直線とから構成されている。これら複数の同心円と複数の直線は、
それぞれ太さが異なっている。このように個々の線の太さが異なっているため、光学セン
サー２３が読み取った局所的なパターンを、予め記憶部１１に記憶しているパターン３２
Ｂとマッチングさせることで、パターン３２Ｂ上における局所的なパターンの位置を一意
的に特定することが可能となる。これにより、音響カプラ３０Ａ上における超音波プロー
ブ２の位置を一意的に特定することが可能となる。
【００４４】
　図３（ｃ）に示すパターン３２Ｃは、複数の同心円と、その同心円の中心から径方向に
放射状に伸びる複数の直線と、複数の点との組み合わせで構成され、位置によってそれら
の配置が異なっている。そのことにより、光学センサー２３が読み取った局所的なパター
ンを、予め記憶部１１に記憶しているパターン３２Ｃとマッチングさせることで、パター
ン３２Ｃ上における局所的なパターンの位置を一意的に特定することが可能となる。これ
により、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置を一意的に特定することが
可能となる。
【００４５】
　図３（ｄ）に示すパターン３２Ｄは複数の領域で構成され、個々の領域にはそれぞれ異
なる色が着色されている。例えば、パターン３２Ｄは領域Ａ～Ｉによって構成され、各領
域Ａ～Ｉには、それぞれ異なる色が着色されている。そして、位置によって色の組み合わ
せや領域の形状を変えることで、光学センサー２３が読み取った局所的なパターンを、予
め記憶部１１に記憶しているパターン３２Ｄとマッチングさせることで、パターン３２Ｄ
上における局所的なパターンの位置を一意的に特定することが可能となる。これにより、
音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置を一意的に特定することが可能とな
る。
【００４６】
　なお、図３（ｄ）に示すパターン３２Ｄは、分割された領域の数が比較的少ないが、診
断の目的や種類によっては、このような大まかな位置の把握であっても診断に十分な場合
がある。また、パターン３２Ｄの分割数を増やして多くの色を使用することで、位置の特
定を詳細に行うことが可能となる。また、色が徐々に変化する（グラデーション）彩色パ
ターンを用いれば、より詳細な位置情報が得られて、より詳細に超音波プローブ２の位置
を特定することが可能となる。
【００４７】
　上記パターン３２Ａ～３２Ｄは、音響カプラ３０Ａ～３０Ｃの表面に形成されていても
良く、内部に形成されていても良い。
【００４８】
　上記パターン３２Ａ～３２Ｄのデータは、記憶部１１に予め記憶されている。なお、記
憶部１１には、診断部位の模式的な図形で構成されるボディマークのデータや、表示部１
０において、そのボディマーク上に表示するためのプローブマークのデータが記憶されて
いる。また、記憶部１１には、超音波の送受信の条件、画像の生成及び表示処理を実行す
るための制御プログラム、患者ＩＤや医師の所見などの診断情報、診断プロトコルなどが
記憶されている。この記憶部１１は、画像メモリ７に記憶されている画像の保管にも使用
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される場合がある。
【００４９】
［光学センサー］
　次に、超音波プローブ２に設置されている光学センサー２３について図４及び図５を参
照して説明する。図４は、超音波プローブと光学センサーの構成を示す斜視図である。図
５は、超音波プローブと光学センサーの別の構成を示す図である。
【００５０】
　図４に示すように、超音波プローブ２には、ケース２１の側面に検出手段としての光学
センサー２３が設置されている。この光学センサー２３は、ＣＣＤ（電荷結合素子）など
を使用した小型カメラ２４を内蔵し、その小型カメラ２４にて音響カプラに形成されたパ
ターンの一部を読み取る。光学センサー２３によって読み取られたパターンの情報は、ケ
ーブル２５を介して位置解析部１２に出力される。ケーブル２５を用いない場合は、無線
によってパターンの情報を位置解析部１２に送信しても良い。
【００５１】
　この実施形態では、１個の光学センサー２３が超音波プローブ２の側面に設けられてい
る。より詳しく説明すると、光学センサー２３は、超音波プローブ２のケース２１の側面
であって、超音波振動子２２の配列方向（図中の走査方向）に直交する側面に設けられて
いる。この光学センサー２３が設置されている位置と、表示部１０に表示されるプローブ
マークの位置とが対応することになる。
【００５２】
　図４に示す例では、１個の光学センサー２３のみを超音波プローブ２に設置したが、２
個以上の光学センサーを超音波プローブ２に取り付けて、音響カプラに形成されたパター
ンを読み取っても良い。複数の光学センサーを設けて、複数箇所のパターンを読み取るこ
とで、位置検出の精度を向上させることができる。
【００５３】
　また、図５に示すように、２個の光学センサー２６Ａ、２６Ｂを超音波プローブ２の側
面に設けても良い。図５に示す例では、２個の光学センサー２６Ａ、２６Ｂをケース２１
内に設けている。このように光学センサーをケース２１内に設置することで、光学センサ
ー２６Ａ、２６Ｂからの信号を、超音波の送受信信号のためのケーブル中に含ませること
ができる。図４に示す光学センサー２３と同様に、光学センサー２６ＡはＣＣＤなどを使
用した小型カメラ２７Ａを内蔵し、光学センサー２６ＢもＣＣＤなどを使用した小型カメ
ラ２７Ｂを内蔵し、小型カメラ２７Ａ及び２７Ｂにて音響カプラに形成されたパターンの
一部を読み取る。
【００５４】
　図５に示す例では、光学センサー２６Ａと光学センサー２６Ｂは、超音波プローブ２の
側面であって、互いに反対側の側面に設けられている。より詳しく説明すると、光学セン
サー２６Ａは、超音波振動子２２の配列方向（図中の走査方向）に直交する側面に設けら
れ、光学センサー２６Ｂは、光学センサー２６Ａが設けられている側面の反対側の側面に
設けられている。光学センサー２６Ａが設置されている位置と、表示部１０に表示される
プローブマークの一端の位置とが対応し、光学センサー２６Ｂが設置されている位置と、
その一端の反対側の端の位置とが対応することになる。
【００５５】
　光学センサー２６Ａ及び２６Ｂによって読み取られた局所的なパターンの情報は、ケー
ブル（図示しない）を介して位置解析部１２に出力される。または、無線によってパター
ンの情報を位置解析部１２に送信しても良い。図５に示す例では、光学センサー２６Ａが
読み取ったパターンと、光学センサー２６Ｂが読み取ったパターンとは模様が異なるため
、位置解析部１２によって光学センサー２６Ａ及び２６Ｂのそれぞれの位置が特定される
ことになる。
【００５６】
［位置解析部］
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　図１に示す位置解析部１２は、光学センサー２３、又は光学センサー２６Ａ、２６Ｂに
よって読み取られた局所的なパターンの情報を受け取り、さらに、記憶部１１から音響カ
プラ３０Ａ、３０Ｂ又は３０Ｃに形成されているパターンの情報を読み込む。そして、位
置解析部１２は、記憶部１１に記憶されているパターンを参照することで、光学センサー
２３によって検出された局所的なパターンの位置（座標）を特定する。つまり、位置解析
部１２は、光学センサー２３などによって読み取られた局所的なパターンと、記憶部１１
に記憶されているパターンとをマッチングさせて、記憶部１１に記憶されているパターン
上における局所的なパターンの位置（座標）を求める。そして、位置解析部１２は、パタ
ーン上の位置を示す情報（座標情報）を表示制御部９に出力する。また、表示部１０に表
示するボディマークの座標系と、音響カプラ３０Ａなどに形成されているパターンの座標
系とを対応させておくことで、位置解析部１２によって求められたパターン上の座標は、
ボディマーク上の座標に対応することになる。
【００５７】
　なお、位置解析部１２は、ハードウェアで構成されて位置を特定する機能を実施しても
良く、ＣＰＵなどの演算装置を備え、記憶部１１に記憶されている位置解析用プログラム
を読み込んで実行することで、位置を特定する機能を実施しても良い。
【００５８】
　表示制御部９は、画像生成部８からＢモード断層像データなどの超音波画像データを受
け取り、その超音波画像データに基づく超音波画像を表示部１０に表示させる。さらに、
表示制御部９は、記憶部１１からボディマークとプローブマークを読み込み、そのボディ
マーク上にプローブマークを重ねて表示部１０に表示させる。このとき、表示制御部９は
、ボディマーク上であって、位置解析部１２によって求められた位置（座標）にプローブ
マークを重ねて表示部１０に表示させる。
【００５９】
　なお、表示制御部９は、文字情報や目盛などを超音波画像に重畳させて表示部１０に表
示させても良い。
【００６０】
［表示部］
　表示部１０には、例えば断層像とボディマークとが表示される。この表示例について図
６を参照して説明する。図６は、表示部に表示される画像とボディマークの１例を示す図
である。
【００６１】
　表示部１０には、診断部位の断層像４０と、その診断部位を表すボディマーク４１が表
示される。例えば乳房を診断している場合、乳房を表すボディマーク４１がモニタ画面１
０Ａ上に表示され、さらに、超音波プローブ２の位置を示すプローブマークＰｒがボディ
マーク４１上に表示される。ボディマーク４１が被検体（乳房）Ｐを表し、プローブマー
クＰｒが超音波プローブ２を表しているため、ボディマーク４１上にプローブマークＰｒ
を表示することで、被検体（乳房）Ｐと超音波プローブ２との位置関係が表示部１０に表
示されることになる。
【００６２】
　この実施形態では、プローブマークＰｒは矩形状の形状を有しており、音響カプラ３０
Ａ上における超音波プローブ２の位置を表している。表示制御部９は、位置解析部１２か
らボディマーク４１上の位置情報（座標情報）を受け取ると、その位置にプローブマーク
Ｐｒを表示させる。
【００６３】
　プローブマークＰｒは音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置を表してい
る。音響カプラ３０Ａは被検体（乳房）Ｐ上に設置されているため、プローブマークＰｒ
は、被検体（乳房）Ｐ上における超音波プローブ２の位置を表していることになる。そし
て、ボディマーク４１上におけるプローブマークＰｒの位置を参照することで、断層像４
０を取得した位置（超音波プローブ２によって走査した位置）を容易に把握することが可
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能となる。
【００６４】
　超音波プローブ２を移動させることで、光学センサー２３が読み取る局所的なパターン
が異なるため、その局所的なパターンの情報に基づいて求められた位置にプローブマーク
Ｐｒが表示されることになる。つまり、超音波プローブ２の移動に伴って、ボディマーク
４１上のプローブマークＰｒの位置も移動することになる。これにより、モニタ画面１０
Ａに表示されている断層像４０などの超音波画像が取得された位置（超音波プローブ２が
走査した位置）を容易に把握することが可能となる。
【００６５】
［プローブマーク］
　また、図５に示すように、超音波プローブ２に２個の光学センサーを設けた場合、プロ
ーブマークＰｒの一方の端部の位置と一方の光学センサーの位置とが対応し、プローブマ
ークＰｒの他方の端部の位置と他方の光学センサーの位置とが対応することになる。これ
により、超音波プローブ２が向いている方向も特定することが可能となる。
【００６６】
　例えば、図７に示すように、プローブマークＰｒのマーク端部ＰｒＡの位置が光学セン
サー２６Ａの位置に対応し、マーク端部ＰｒＢの位置が光学センサー２６Ｂの位置に対応
する。光学センサー２６Ａによって読み取られた局所的なパターンに基づいて、音響カプ
ラ３０Ａ上における光学センサー２６Ａの位置を特定することができ、その位置がボディ
マーク４１上におけるマーク端部ＰｒＡの位置に対応する。また、光学センサー２６Ｂに
よって読み取られた局所的なパターンに基づいて、音響カプラ３０Ａ上における光学セン
サー２６Ｂの位置を特定することができ、その位置がボディマーク４１上におけるマーク
端部ＰｒＢの位置に対応する。
【００６７】
　以上のように、複数の光学センサーによって超音波プローブ２の位置を特定することで
、超音波プローブ２の向きに合わせてプローブマークＰｒを表示部１０に表示させること
が可能となる。
【００６８】
　また、音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ、及び３０Ｃに形成されているパターンを、左右の乳
房で異なるパターンにすることで、診断を行っている乳房を特定することが可能となる。
例えば、右の乳房に装着する音響カプラには右用のパターンを形成し、左の乳房に装着す
る音響カプラには左用のパターンを形成し、右用と左用とで異なるパターンを形成する。
右用のパターンを示す情報には、右用であることを示す識別情報を付して記憶部１１に記
憶しておき、左用のパターンを示す情報には、左用であることを示す識別情報を付して記
憶部１１に記憶しておく。
【００６９】
　そして、位置解析部１２は、光学センサー２３によって読み取られた局所的なパターン
と、記憶部１１に記憶されているパターンとを比較することで、音響カプラ３０Ａ上の超
音波プローブ２の位置を特定する。このとき、右用のパターンと左用のパターンとで異な
るパターンにしておくことで、光学センサー２３によって読み取られた局所的なパターン
と、記憶部１１に記憶されている右用又は左用パターンとを比較することで、音響カプラ
３０Ａ上における超音波プローブ２の位置とともに、乳房の左右も特定される。
【００７０】
　このように、位置解析部１２によって、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２
の位置を示す情報（座標情報）と、診断対象となっている右の乳房又は左の乳房を示す情
報が得られる。位置解析部１２は、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置
を示す情報（座標情報）とともに、右又は左の乳房を示す情報を表示制御部９に出力する
。
【００７１】
　そして、表示制御部９は、例えば、左の乳房を示す情報を位置解析部１２から受けると
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、左の乳房用のボディマークを記憶部１１から読み込み、左の乳房用のボディマークを表
示部１０に表示させ、さらに、位置解析部１２によって求められた位置（座標）にプロー
ブマークを重畳させて表示させる。また、表示制御部９は、右の乳房を示す情報を位置解
析部１２から受け取ると、右の乳房用のボディマークを記憶部１１から読み込み、右の乳
房用のボディマークを表示部１０に表示させ、さらに、位置解析部１２によって求められ
た位置（座標）にプローブマークを重畳させて表示させる。このように、右用のパターン
と左用のパターンを用意することで、左右の特定も自動的に行うことが可能となる。
【００７２】
　さらに、図６に示すように、位置解析部１２によって特定された位置に基づいて、ボデ
ィマーク４１上に超音波プローブ２を移動させた軌跡４２を表示しても良い。例えば、表
示制御部９は、ボディマーク４１上でプローブマークＰｒを表示させた範囲の色を、未だ
表示させていない範囲の色と異なる色に着色して表示部１０に表示させる。これにより、
超音波プローブ２が通過した範囲の色と、通過していない範囲の色とが区別されて表示さ
れるため、超音波プローブ２が通過した範囲を容易に把握することができる。つまり、プ
ローブマークＰｒが通過した範囲の色が、通過していない範囲と異なる色に着色されるこ
とにより、超音波プローブ２によって検査が行われた範囲と、未だ検査を行っていない範
囲との区別が容易になるため、検査を行った範囲、又は未だ検査を行っていない範囲を容
易に把握することが可能となる。
【００７３】
　なお、操作者が不本意に超音波プローブ２を被検体（乳房）Ｐに当てたときも軌跡が表
示されないようにするため、軌跡を描画するタイミングを制御可能としても良い。例えば
、入力部１５に検査ボタンを設け、操作者がその検査ボタンを押下することで、プローブ
マーク又は軌跡の描画開始又は描画終了の切り替えを行う。
【００７４】
　具体的には、操作者が検査ボタンを押下すると、その押下に対応した信号が制御部１３
に出力される。制御部１３はその信号を受けると、描画開始命令を表示制御部９に出力す
る。表示制御部９は、制御部１３から描画開始命令を受けると表示部１０にプローブマー
クと軌跡を表示させる。そして、再び検査ボタンが押下されると、制御部１３は描画停止
命令を表示制御部９に出力し、表示制御部９は、制御部１３から描画停止命令を受けると
プローブマークと軌跡の描画を停止する。このように操作者が描画のタイミングを指示す
ることで、意図しない軌跡の描画を防止することが可能となる。
【００７５】
　また、操作者が検査ボタンを押下することで、光学センサー２３によるパターンの読み
取りを開始させたり、終了させたりしても良い。この場合、操作者によって検査ボタンが
押下されると、制御部１３は検査開始命令を光学センサー２３に出力する。光学センサー
２３はその検査開始命令を受けると、音響カプラに形成されているパターンを読み込み、
そのパターンの情報を位置解析部１２に出力する。そして、位置解析部１２によってマッ
チング処理が施されて超音波プローブ２の位置が特定され、表示部１０にその位置が表示
される。そして、再び検査ボタンが押下されると、制御部１３は検査停止命令を光学セン
サー２３に出力する。光学センサー２３はその検査停止命令を受けると、パターンの読み
込みを停止する。このように光学センサー２３によるパターンの読み込みを制御すること
で、意図しない軌跡の描画を防止することが可能となる。
【００７６】
　なお、フットスイッチを検査ボタンとし、足で操作したり、超音波プローブ２に検査ボ
タンを設けたりすることにより、操作者は容易に描画のタイミングを指示することが可能
となり、検査を妨げられることなく、検査を実施することが可能となる。
【００７７】
（動作）
　次に、この発明の実施形態に係る超音波診断装置の動作について図８を参照して説明す
る。図８は、この発明の実施形態に係る超音波診断装置による一連の動作を説明するため



(14) JP 4772540 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

のフローチャートである。
【００７８】
　検査を行う前に、音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ又は３０Ｃを患者に装着させる。乳房を診
断する場合、音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ又は３０Ｃを乳房に装着する。音響カプラ３０Ｃ
のように、肩掛け可能な音響カプラを用いる場合は、患者は更衣室などで音響カプラ３０
Ｃを装着することができ、乳房を露出せずに診断を受けることができるという効果がある
。
【００７９】
（ステップＳ０１）
　まず、診断を行う部位を表すボディマークを表示部１０に表示させる。例えば、乳房を
診断する場合、操作者は入力部１５を用いて乳房を表すボディマークを指定すると、表示
制御部９は記憶部１１に記憶されているボディマークから乳房用のボディマークを読み込
んで表示部１０に乳房用のボディマークを表示させる。
【００８０】
（ステップＳ０２）
　次に、操作者は超音波プローブ２を音響カプラ３０Ａに接触させる。そして、超音波プ
ローブ２によって超音波を送信し、受信した反射波に基づいてＢモード断層像データを生
成し、表示部１０に断層像を表示させる。
【００８１】
（ステップＳ０３）
　そして、操作者は所望のタイミングで検査開始の指示を与える。例えば、入力部１５に
設置されている検査ボタンを押下することで、検査開始の指示を超音波診断装置に与える
。
【００８２】
（ステップＳ０４）
　操作者によって検査開始の指示が与えられると、光学センサー２３は音響カプラ３０Ａ
に形成されているパターンを読み込み、そのパターンを示す情報を位置解析部１２に出力
する。
【００８３】
　なお、この実施形態では、検査開始の指示が与えられると、光学センサー２３が音響カ
プラ３０Ａのパターンを検出し、そのパターン情報を位置解析部１２に出力するが、この
検査開始の指示を待たずに、光学センサー２３によって音響カプラ３０Ａのパターンを検
出して位置解析部１２に出力しても良い。
【００８４】
（ステップＳ０５）
　位置解析部１２は、光学センサー２３からパターンを示す情報を受け取ると、記憶部１
１から音響カプラ３０Ａに形成されているパターンを示す情報を読み込み、光学センサー
２３から受け取ったパターンと、記憶部１１に記憶されているパターンとをマッチングさ
せて、光学センサー２３が読み取ったパターンの位置（座標）を特定する。この位置（座
標）が、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置（座標）を表していること
になる。位置解析部１２は、その位置を示す情報（座標情報）を表示制御部９に出力する
。
【００８５】
（ステップＳ０６）
　表示制御部９は、位置解析部１２から超音波プローブ２の位置を示す情報（座標情報）
を受けると、ボディマーク上であって、位置解析部１２によって特定された位置（座標）
にプローブマークを重ねて表示部１０に表示させる。
【００８６】
　例えば図６に示すように、表示制御部９は、表示部１０のモニタ画面１０Ａ上に、断層
像４０とボディマーク４１を表示させる。さらに、表示制御部９は、ボディマーク４１上
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であって、位置解析部１２によって求められた位置（座標）に、超音波プローブ２を表す
プローブマークＰｒを表示させる。これにより、断層像を取得した位置が自動的に求めら
れて表示部１０に表示されることになる。
【００８７】
（ステップＳ０７）
　そして、検査を終了する場合、操作者は所望のタイミングで検査終了の指示を与える。
例えば、入力部１５に設置されている検査ボタンを再度、押下することで、検査終了の指
示を超音波診断装置に与える。検査終了の指示が与えられると（ステップＳ０７、Ｙｅｓ
）、プローブマークＰｒの更新が停止する。一方、検査終了の指示が与えられない場合（
ステップＳ０７、Ｎｏ）、ステップＳ０４～ステップＳ０６の動作が繰り返して実行され
、超音波プローブ２の移動に伴って、プローブマークＰｒがボディマーク４１上で移動し
て表示されることになる。
【００８８】
　検査を終了しない場合（ステップＳ０７、Ｎｏ）、光学センサー２３によって新たに読
み取られたパターンに基づいて、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置（
座標）が特定され、その位置を示す情報（座標情報）に従って、ボディマーク４１上にプ
ローブマークＰｒが表示される。また、プローブマークＰｒの移動とともに、表示制御部
９は、プローブマークＰｒが移動した範囲を、それ以外の範囲と異なる色に着色して表示
部１０に表示させる。これにより、超音波プローブ２によって走査した範囲と、未だに走
査していない範囲とを容易に判別することが可能となる。
【００８９】
　また、超音波プローブ２の位置を示す情報をプローブマークＰｒとしてボディマーク４
１上に表示する他、超音波画像を記録するとともに、超音波画像の付帯情報として超音波
プローブ２の位置を示す情報（座標情報）を記録しても良い。例えば、図６のモニタ画面
１０Ａ上に表示されているボディマーク４１、プローブマークＰｒ及び軌跡４２を表す図
形情報をそのまま記憶部１１に記録する。これにより、読影するために超音波画像を読み
出したときに、ボディマーク４１上に超音波画像を取得した位置を示すプローブマークＰ
ｒが表示され、超音波画像を取得した位置を容易に把握することが可能となる。
【００９０】
　また、超音波プローブ２の位置を自動的に記録することで、ボディマーク４１にプロー
ブマークＰｒを付け忘れたり、プローブマークＰｒを付け加える位置を間違えたりするこ
とを防止することが可能となる。さらに、プローブマークＰｒが自動的に付け加えられる
ため、操作者がプローブマークＰｒを付け加える時間を削減することが可能となる。これ
により、多数の患者を検査する場合に、操作者の負担を軽減することができ、検査時間も
短縮することが可能となる。
【００９１】
　また、ボディマーク４１上におけるプローブマークＰｒの座標情報を記憶部１１に記憶
しても良い。これにより、音響カプラ３０Ａ上における超音波プローブ２の位置が記憶さ
れることになる。そして、読影するために超音波画像を読み出したときに、ボディマーク
４１上にその座標情報が表示され、超音波画像を取得した位置を容易に把握することが可
能となる。なお、操作者によって位置情報を表示したり、表示しなかったり選択できるよ
うにしても良い。
【００９２】
　例えば、ボディマーク４１の中心を極座標系の中心とし、プローブマークＰｒが表示さ
れている角度（方向）と、中心からプローブマークＰｒまでの距離を記憶部１１に記録し
ておく。ボディマーク４１の中心は音響カプラ３０Ａの中心に対応するため、音響カプラ
３０Ａの中心を極座標系の中心として、超音波プローブ２が設置されている角度（方向）
と、中心から超音波プローブ２までの距離が記録されることになる。
【００９３】
　具体的には、ボディマーク４１の中心を時計の中心として、プローブマークＰｒが表示
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されている時間（方向）と、中心からプローブマークＰｒまでの距離を記録しておく。ボ
ディマーク４１の中心は音響カプラ３０Ａの中心に対応するため、音響カプラ３０Ａの中
心を時計の中心として、超音波プローブ２が設置されている時間（方向）と、中心から超
音波プローブ２までの距離が記録されることになる。
【００９４】
　また、乳房を検査した場合は、超音波プローブ２の位置情報を記録するとともに、乳房
の左右を示す情報を記憶部１１に記録しても良い。
【００９５】
　また、超音波プローブ２が受信した反射波のレベルに従って、プローブマークＰｒと軌
跡の描画を停止しても良い。例えば、受信部４から出力される信号を受けて、超音波プロ
ーブ２が音響カプラから離れているか否かの判断を行う判断部（図示しない）を設ける。
例えば、判断部は、受信部４から出力される信号が、予め設定された信号レベル以下、例
えばノイズレベル以下になると、超音波プローブ２が音響カプラから離れていると判断す
る。
【００９６】
　超音波プローブ２が音響カプラから離れていると判断した場合、判断部は、その判断結
果を制御部１３に出力する。制御部１３はその判断結果を受けると、描画停止命令を表示
制御部９に出力する。表示制御部９はその描画停止命令を受けると、プローブマークＰｒ
と軌跡の描画を停止する。これにより、意図しない軌跡の描画及び記録を防止することが
可能となる。
【００９７】
　また、制御部１３は、判断部から判断結果を受けると、検査停止命令を光学センサー２
３に出力しても良い。光学センサー２３はその検査停止命令を受けると、パターンの読み
込みを停止する。これにより、意図しない軌跡の描画及び記録を防止することが可能とな
る。
【００９８】
［第２の実施の形態］
　次に、この発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置について図９及び図１０を参照
して説明する。図９は、この発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブ
ロック図である。図１０は、音響カプラを示す斜視図である。
【００９９】
　この第２の実施形態に係る超音波診断装置１Ａは、第１の実施形態に係る音響カプラ３
０Ａ～３０Ｃに代わって音響カプラ５０を備え、また、位置解析部１２に代わって別の位
置解析部１２Ａを備えている。さらに、超音波プローブ２には、光学センサー２３に代わ
って受信器５２が設置されている。音響カプラ５０、位置解析部１２Ａ、及び受信器５２
以外の構成については、第１の実施形態に係る超音波診断装置と同じ構成を有しているた
め、説明を省略し、以下、音響カプラ５０の構成、位置解析部１２Ａの機能、及び受信器
５２の機能について説明する。
【０１００】
　図１０に示すように、この実施形態に係る音響カプラ５０には、発信手段として小型の
無線認識タグ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｅｕｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ：ＲＦ
ＩＤ）５１が複数個、埋め込まれている。個々の無線認識タグ５１には、それぞれ固有の
ＩＤ情報（識別情報）が記憶されており、そのＩＤ情報を発信する。記憶部１１には、個
々の無線認識タグ５１のＩＤ情報（識別情報）と、音響カプラ５０上における個々の無線
認識タグ５１の位置を示す情報（座標情報）とが対応付けられて記憶されている。
【０１０１】
　超音波プローブ２には、無線認識タグ５１のＩＤ情報を検出する受信器５２が設置され
ている。操作者が超音波プローブ２を音響カプラ５０の表面上で走査すると、受信器５２
が、最も近接した位置に設置されている無線認識タグ５１から発信されているＩＤ情報を
受信する。受信器５２によって受信されたＩＤ情報は、位置解析部１２Ａに出力される。
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【０１０２】
　例えば、各無線認識タグ５１は同じレベルの信号を発信している場合、受信器５２は、
複数の信号を受信したうち、最も高い信号レベルを発信した無線認識タグ５１のＩＤ情報
を位置解析部１２Ａに出力する。最も高い信号レベルを発信した無線認識タグ５１は、超
音波プローブ２に最も近接した位置に存在すると考えられ、その無線認識タグ５１が超音
波プローブ２の位置に対応すると考えられるからである。
【０１０３】
　位置解析部１２Ａは、受信器５２からＩＤ情報を受けると、記憶部１１に記憶されてい
る無線認識タグ５１のＩＤ情報と、位置を示す情報（座標情報）との対応付けを参照して
、音響カプラ５０上における、そのＩＤ情報が付された無線認識タグ５１の位置（座標）
を特定する。この位置（座標）が、音響カプラ５０上における超音波プローブ２の位置（
座標）に相当することになる。そして、位置解析部１２Ａは、超音波プローブ２の位置を
示す情報（座標情報）を表示制御部９に出力する。
【０１０４】
　表示制御部９は、第１の実施形態と同様に、記憶部１１からボディマークを読み込み、
そのボディマーク上にプローブマークを重ねて表示部１０に表示させる。このとき、表示
制御部９は、ボディマーク上であって、位置解析部１２Ａによって求められた位置（座標
）にプローブマークを重ねて表示部１０に表示させる。表示部１０には、第１の実施形態
に係る超音波診断装置と同様に、断層像などの超音波画像とボディマークが表示され、そ
のボディマーク上に超音波プローブ２の位置を示すプローブマークが表示される。
【０１０５】
　以上のように、固有のＩＤ情報（識別情報）を発信する無線認識タグ５１を用いること
により、音響カプラ５０上における超音波プローブ２の位置を特定することができるため
、操作者は超音波画像が取得された位置を容易に把握することが可能となる。
【０１０６】
　なお、第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、左右の乳房で、無線認識
タグ５１の配置パターンを異なるパターンとすることで、診断を行っている乳房を特定す
ることが可能となる。また、第１の実施形態と同様に、位置解析部１２Ａによって特定さ
れた超音波プローブ２の位置に基づいて、ボディマーク上に超音波プローブ２を移動させ
た軌跡を表示しても良い。さらに、超音波画像を記録するとともに、超音波画像の付帯情
報として超音波プローブ２の位置を示す情報（座標情報）を記録しても良い。この場合、
ボディマーク、プローブマーク及び軌跡を表す図形情報をそのまま記録しても良く、音響
カプラ５０上における超音波プローブ２の座標情報を記録しても良い。
【０１０７】
（変形例）
　次に、上記第１の実施形態及び第２の実施形態に係る超音波プローブの変形例について
図１１を参照して説明する。図１１は、超音波プローブの変形例を示す側面図である。こ
の変形例に係る超音波プローブ２には、第１又は第２の実施形態と同様に、光学センサー
２３又は受信器５２が設置されている。さらに、音響カプラとして、第１又は第２の実施
形態と同様に、音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、又は音響カプラ５０が用いられてい
る。図１１には、一例として音響カプラ３０Ｂを示す。
【０１０８】
　第１の実施形態と同様に、音響カプラとして所定のパターンが形成された音響カプラ３
０Ａ、３０Ｂ又は３０Ｃが用いられている場合は、超音波プローブ２に光学センサー２３
を設置し、その光学センサー２３によって音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ、又は３０Ｃに形成
されたパターンを読み取り、そのパターンを示す情報を図１に示す位置解析部１２に出力
する。位置解析部１２は、第１の実施形態と同様に、音響カプラ３０Ａ、３０Ｂ又は３０
Ｃ上における超音波プローブ２の位置（座標）を特定する。
【０１０９】
　一方、第２の実施形態と同様に、音響カプラとして、無線認識タグ５１が設置された音
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響カプラ５０を用いた場合は、超音波プローブ２に受信器５２を設置し、その受信器５２
によって音響カプラ５０に設置された無線認識タグ５１のＩＤ情報を受信し、その受信し
たＩＤ情報を図９に示す位置解析部１２Ａに出力する。位置解析部１２Ａは、第２の実施
形態と同様に、音響カプラ５０上における超音波プローブ２の位置（座標）を特定する。
【０１１０】
　また、この変形例では、超音波プローブ２は保持部材６０によって両側面を挟まれて保
持されている。その保持部材６０には、図示しない関節部材を介して機械式のアーム６１
が接続されている。そして、図示しない駆動手段によってアーム６１を動かすことにより
、保持部材６０を任意の方向に移動させることができる。これにより、保持部材６０に保
持されている超音波プローブ２を、音響カプラ上で任意の方向に摺動させることが可能と
なる。
【０１１１】
　このアーム６１の移動は、図１又は図９に示す制御部１３によって制御される。このア
ーム６１の移動速度、移動距離、及び移動方向などは予め設定され、所定のプログラムに
従って移動させられる。そして、アーム６１に移動に伴って超音波プローブ２が音響カプ
ラ３０Ｂ上で摺動させられることになる。音響カプラとして所定のパターンが形成された
音響カプラ３０Ｂが用いられている場合は、光学センサー２３によって音響カプラ３０Ｂ
のパターンが読み取られ、位置解析部１２によって、音響カプラ３０Ｂ上における超音波
プローブ２の位置（座標）が特定される。
【０１１２】
　以上のように、所定のプログラムに従って機械的に移動するアーム６１によって超音波
プローブ２を自動的に走査することにより、患者が異なっても同じ動作を行うことが可能
であるため、断層像を取得した位置を推定することができる。その上、音響カプラに所定
のパターンを形成したり、無線認識タグを設けたりして超音波プローブ２の位置をリアル
タイムに検出することで、超音波プローブ２の位置（超音波画像を取得した位置）をより
容易に把握することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】音響カプラを示す図である。
【図３】音響カプラに形成されたパターンを示す図である。
【図４】超音波プローブと光学センサーの構成を示す斜視図である。
【図５】超音波プローブと光学センサーの別の構成を示す図である。
【図６】表示部に表示される画像とボディマークの１例を示す図である。
【図７】プローブマークと光学センサーとの位置関係を説明するための模式図である。
【図８】この発明の第１の実施形態に係る超音波診断装置による一連の動作を示すフロー
チャートである。
【図９】この発明の第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である
。
【図１０】音響カプラを示す斜視図である。
【図１１】超音波プローブの変形例を示す断面図である。
【図１２】超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図１３】超音波プローブの自動走査を説明するための側面図である。
【図１４】ボディマークを示す図である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１、１Ａ　超音波診断装置
　２　超音波プローブ
　９　表示制御部
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　１１　記憶部
　１２　位置解析部
　２３、２６Ａ、２６Ｂ　光学センサー
　３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、５０　音響カプラ
　３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ、３２Ｄ　パターン
　４０　断層像
　４１　ボディマーク
　４２　軌跡
　５１　無線認識タグ
　５２　受信器
　６０　保持部材
　６１　アーム
　Ｐｒ　プローブマーク

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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